
就業規則 (変更)届

(コ ピーをして使 って下 さい。)

労働保険番号

38  1  06  000951-000

整理番号 ※

事業の種類 事業の名称 事業の所在地

サービス業

介護保険事業
ヒカリメディカルサービス株式会社 四国中央市中之庄町 398番地 1

就業規則又はその変更事項 別紙のとお り

意見の聴取年月日 令和 5年 10月 23日

意見書 下記の とお り 労働者数 25人

令和 5年 10月 25日

新居浜労働基準監督署長 殿

使用者 ヒカジメディカルサービス株

代表取締役 武内 由紀子

土思 見 圭
日

別紙の職員就業規則変更に関する意見は下記のとお りである。

己一〓
Ｈ

/賓｀更|を 同た、し手デ。

令和 す年 /θ 月ユJ日

労働者代表

職名 矛芹奔〒分

漆 察祐え (轟
ヒカリメディカルサービス株式会社

代表取締役 武内 由紀子 殿

熱
「

-5110:25

/々

氏名

※は記入不要



職員就業規則 新旧対照表

変更前規則 変更後規貝U

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び体暇

第 29条  (年次有給体暇)

(1)従 業員は勤続年数に応し、 1年間の出勤日の

8割以上勤務したものに対 し、次の通り年次有給休暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8割に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0 0.5 1.5

有 給 体 暇 5 5 11

第 3章 諸 手 当

第 11条  (時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、

休日労働割増賃金 )

(1)所定就業時間を超えまたは休日に労働 した場合
|

には時間外労働割増賃金または、休日労働割増賃金を、

深夜 (22時～ 5時までの間)において勤務 した場合

には深夜労働割増賃金を、それぞれ支給する。

時間タト労働割増賃金

基本給 十調整十資格 +役職 +皆勤/月所定労働時間×

1.25X時間タト労イ動時間

休日労働割増賃金

基本給 十調整 +資格 十役職 +皆勤/月所定労働時間×

1.35× 日寺間タト労l動時間

深夜労働割増賃金

基本給 +調整 +資格 十役職 +皆勤/月所定労働時間X

l.50× 時間外労l動時間

第 19条 (処遇改善手当)

(1)介護職員処遇改善加算による介護報酬が支給さ

れた場合、当該加算に係る賃金改善として、処遇改善

手当を支給する。なお、処遇改善手当金の対象者は、

介護職に従事する正社員及びパー ト (被用者保険加入 )

社員とし、額については、当該加算に係る計

してその都度決定する。

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び休暇

第 29条  (年次有給体暇)

(1) 従業員は勤続年数に応じ、 1年間の出動日の

8割以上勤務したものに対し、次の通 り年次有給休暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8害」に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0.5 1.5

有 給 休 暇 10 11

第 3章 諸 手 当

第 11条  (時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、

休日労働割増賃金 )

(1)所定就業時間を超えまたは休日に労働した場合

には時間タト労働割増賃金または、休日労働割増賃金を、

深夜 (22時～ 5時までの間)において勤務した場合

には深夜労働割増賃金を、それぞれ支給する。

時間外労働割増賃金

基本給 +調整 +資格 +役咄 +皆勤/年平均月間労働時

間Xl.25× 時間外労働時間

休日労働割増賃金

基本給十調整 +資格 +役職 +皆勤/年平均月間労働時

間Xl,35X日寺間夕慟引動日寺間

深夜労働割増賃金

基本給 +調整 +資格 +役職 +皆動/年平均月間労働時

間Xl.50× 時間外労イ動時間

第 19条 (処遇改善手当)

(1)介護職員処遇改善加算による介護報酬が支給さ

れた場合、当該加算に係る賃金改善として、処遇改善

手当を支給する。なお、処遇改善手当金の対象者は、

介護職に従事する正社員及S)＼― 卜 (被用者保険加入 )

については、当該加算に係る計画を勘案

する。

L」レ/Kノ



(2)前上貞の手当はその月の所定労働時間を上限に支

給する。なお、時間外労働の単価には反映しないもの

とする。

第 20条 (特定処遇改善手当)

(1)特定介護職員処遇改善加算による介護報因l州|が支

給された場合、当該加算に係る賃金改善として、特定

処遇改善手当を支給する。なお、特定処遇改善手当金

の対象者は、介護職に従事する正社員及びパー ト (被

用者保険加入)社員とし、額については、当該加算に

係る計画を勘案してその都度決定する。

(2)前項の手当はその月の所定労働時間を上限に支

給する。なお、時間外労働の単価には反映しないもの

とする。

第 22条 (処遇改善補助手当)

(1)介護職員処遇改善補助金が支給された場合、当

該補助金に係る賃金改善として、処遇改善補助 (処改

補)手当を支給する。なお、処遇改善ネ甫助 (処改補 )

手当の対象者は、介護事業所に従事する正社員及びパ

ー ト (所得制限のない)社員とし、額については、当

該補助に係る計画を勘案してその都度決定する。

(2)前項の手当は、時間外労働の単価には反映しな

いものとする。

等

第 20条 (特定処遇改善手当)

(1)特定介護職員処遇改善加算による介護報酬が支

給された場合、当該加算に係る賃金改善として、特定

処遇改善手当を支給する。なお、特定処遇改善手当金

の対象者は、介護職に従事する正社員及びパー ト (被

用者保険加入)社員とし、額については、当該加算に

係る計画を勘案してその都度決定する。

器

第 22条 (処遇改善補助手当)

(1)介護職員処遇改善補助金が支給された場合、当

該補助金に係る賃金改善として、処遇改善補助 (処改

補)手当を支給する。なお、処遇改善補助 (処改補 )

手当の対象者は、介護事業所に従事する正社員及びパ

ー ト (所得制限のない)社員とし、額については、当

該補動に係る計画を勘案してその都度決定する。



る。

第 24条 (交代手当)

(1)施設系介護事業所に勤務し、夜勤 (交代勤務 )

をする職員に支給する。

(2)前項の手当は第 18条同様に、夜勤等で発生する

深夜割増手当に充道します。

第 4章  賞     与

第 25条  (賞   与 )

第 26条  (支給対象者 )

第 2フ 条 (算定審査事項 )

膵
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